
県有財産貸付契約書（契約保証金あり） 

 

 

 貸主 大分県（各かい長）（以下「甲」という。）と借主        （以下「乙」

という。）とは、次のとおり県有財産の貸付契約（以下「本契約」という。）を締結す

る。 

 

（信義誠実の義務） 

第１条 甲及び乙は、信義を重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。 

 

（貸付物件） 

第２条 甲は、次に掲げる物件（以下「貸付物件」という。）を乙に貸付け、乙はこれ

を借受けるものとする。 

  (1) 所在地  

 (2) 名 称  

  (3) 面積等  

 

（貸付期間） 

第３条 貸付期間は、令和 年 月 日から令和 年 月 日までとする。 

 

（指定用途等） 

第４条 乙は、貸付物件を、自動販売機の設置及び運営のために使用し、それ以外の用

途に使用してはならない。 

２ 乙は、自動販売機で販売する商品に関し、事前に甲の承認を得るものとする。 

３ 乙は、自動販売機内の在庫を定期的に確認し、適宜補充する等適切な管理に努めな

ければならない。 

 

（貸付料） 

第５条 乙は、貸付料として、年額       円を毎年度、甲の発行する納入通知

書により、甲が指定する納期限までに甲に支払うものとする。 

 

（契約保証金） 

第６条 契約保証金は、       とする。 

２ 乙は、この契約締結と同時に前項の契約保証金を甲に納付しなければならない。 

３ 前項の契約保証金は、乙がこの契約に基づく義務の履行を終わったときに、返還す

るものとし、乙が貸付料その他の支払いを怠ったときは、甲はその弁済に充当するこ

とができる。 

４ 前項の契約保証金には、利息を付さない。 

 

（光熱水費等） 

第７条 乙は、第５条に定める貸付料のほか、自動販売機の管理運営上必要とする光熱



水費等について、甲の発行する納入通知書により、原則として毎年９月及び３月の年

２回それぞれ甲が指定する納期限までに甲に支払うものとする。 

２ 乙が甲に支払う光熱水費等の範囲、算定方法等については、甲が行政財産目的外使

用許可に伴い徴収する庁舎等管理費の例によるものとする。 

 

（遅延利息） 
第８条 乙は、貸付料及び光熱水費等の支払いを遅延したときは、その遅延日数に応じ、

乙の遅延金額に年１４．６パーセントの率を乗じて得た金額を遅延利息として、甲の

発行する納入通知書により、甲が指定する納期限までに甲に支払わなければならない。 

 
（善管注意義務） 
第９条 乙は、貸付物件を善良なる管理者の注意をもって維持管理しなければならない。 
 
（禁止又は制限される行為） 
第１０条 乙は、甲の承諾を得ないで貸付物件の全部又は一部につき、その権利を譲渡

したり、担保に供するなどの処分行為をしてはならない。 
２ 乙は、甲の承諾を得ないで貸付物件の改造若しくは模様替え又は貸付物件の区域内

における工作物の設置を行ってはならない。 

 

（規律維持及び秘密の保持） 

第１１条 乙は、自動販売機の設置及び運営に従事する乙の職員の風紀及び規律の維持

に責任を負い、秩序ある業務の実施に努めなければならない。 

２ 乙は、業務上知り得た秘密を外部に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。 

 本契約終了後においても同様とする。 

 

（通知義務） 

第１２条 乙は、乙の名称、所在地又は代表者に変更があったときは、直ちに文書によ

り甲に通知するものとする。 

 

（契約の解除） 

第１３条 甲は、乙が暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者と

認められたときは、本契約を解除することができる。 

２  甲は、前項に該当する場合のほか、乙が本契約に違反した場合には、本契約を解除

することができる。 

３ 甲は、貸付物件を国又は県その他地方公共団体において公用又は公共用に供するた

めその他必要が生じたとき、また、当該県有施設を廃止するときは、本契約を解除す

ることができる。 

４ 乙は、第３条の貸付期間にかかわらず、やむを得ない理由により本契約を解除する

場合は、解除しようとする日の３ヶ月前までに甲に通知するものとする。ただし、乙

の責めに帰すことのできない事由により契約を解除するときはこの限りでない。  

 

（損害賠償） 

第１４条 甲は、乙が本契約に違反し、又は前条の解約により損害を受けたときは、乙



に対しその損害の賠償を請求することができる。 

 

（貸付料の返還） 

第１５条 既に納入した貸付料は、原則返還しないものとする。ただし、下記に該当す

る場合はその限りではない。 

 (1)甲が、第１３条第３項により契約を解除するとき。 

  (2)乙が貸付期間の中途において、乙の責めに帰すことのできない事由により契約を解

除するとき。 

  (3)法令等に基づき、甲が貸付物件を閉鎖したとき。 

２ 前項(1)、(2)において返還する貸付料は、すでに乙が納入した貸付料のうち未経過

期間に対応する貸付料を乙に返還するものとする。 

３ 第１項(3)において返還する貸付料は、その閉鎖期間に対応する貸付料を乙に返還す

るものとする。 

４ 返還する貸付料は、日割計算によるものとし、利息は付さないものとする。なお、

日割計算における閏年に係る一年の日数は３６５日とする。 

 

（貸付物件の返還） 

第１６条 乙は、本契約が終了する日までに（第１３条の規定に基づき本契約が解除さ

れた場合にあっては直ちに）、乙の負担により貸付物件を原状に復して甲に返還しな

ければならない。ただし、甲が特に承諾したときは、貸付物件を原状に復しないこと

ができるものとする。 

２ 乙は、貸付物件の返還に際して、貸付物件に支出した経費・有益費の償還、造作買

取等の請求をすることができない。 

 

（契約の費用） 
第１７条 本契約の締結及び履行等に関して必要な一切の費用は、すべて乙の負担とす

る。 

 

（実績報告） 
第１８条 乙は自動販売機ごとの前年度販売実績（販売本数・金額）を任意の様式によ

り、毎年４月末日までに甲に報告するものとする。 

２ 甲は、必要に応じて、自動販売機の販売数量、売上高について調査を実施すること

ができるものとし、乙はこれに協力するものとする。 

 

（その他注意事項） 
第１９条 乙は、貸付物件を使用するに当たり、次の事項について注意するものとする。 

  (1)標準小売価格を上回る価格での販売は行わないこと。 

  (2)販売品の搬入、廃棄物の搬出時間、経路等は甲の指示によること。 

  (3)自動販売機の故障、問い合わせ、苦情等については、乙の責任において対応すると

ともに、自動販売機に故障等の場合の連絡先を明記すること。 

 

（協議） 
第２０条 本契約に定めのない事項が生じたとき、又は本契約について疑義のあるとき



は、その都度、甲、乙協議して定めるものとする。 
 
 本契約が成立したことを証するため、この契約書２通を作成し、各自それぞれ１通を

所持する。 
 
 
 
 

 令和  年  月  日 
 
                                   甲  ○○市○○○○－○ 
                      大分県（各かい長） 
 
                                     乙   


